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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１２月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月１７日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港北方沖 大分港鶴崎西防波堤灯台から真方位３５１°

４,０００ｍ付近（概位 北緯３３°１８.９′ 東経１３１°４０.２′）

事故調査の経過  平成２２年１１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 光
こう

徳
とく

丸、４.９８トン 

   ＯＴ３－８３９９（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.３７ｍ（Lr）×２.７８ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５２年１２月２１日 

Ｂ 漁船 昭 栄
しょうえい

丸、３.８０トン 

   ＯＴ３－３６２３６（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.８７ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、平成２年３月１８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１２月２日 

    免許証交付日 平成２２年４月２３日 

           （平成２７年１０月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年３月１９日 

    免許証交付日 平成２３年５月１９日 

           （平成２８年７月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首材に亀裂 

Ｂ 船首部に損傷 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、大分港北方沖において、約１.８ノッ

ト（kn）の速力で自動操舵により底びき網を引いて操業しながら西進中、

船長Ａが、左舷方約２００～３００ｍにＢ船及び他船（以下「Ｃ船」とい

う。）が北進していることを視認し、Ｃ船がＡ船の船尾方を避航したので、

Ｂ船も操業中のＡ船を避けるものと思い、Ｂ船の動静を監視しながら同じ

針路及び速力で航行した。 

 船長Ａは、Ｂ船が避航の様子がなく至近に迫ったので機関を後進にかけ

たが、平成２２年１１月１７日０７時３０分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船
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の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、漁場に向けて約１１kn の速力で自動

操舵により北進中、船長Ｂが、操舵室右舷側の壁に寄り掛かり、立った姿

勢で見張りをしており、右舷方にＢ船と同航するＣ船を視認していたが、

操舵室前面の窓枠によって生じた船首方の死角内にＡ船が存在しているこ

とに気付かずに航行した。 

船長Ｂは、船首方約１０ｍにＡ船を発見し、急いで機関を中立としたも

のの両船が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  Ａ船は、船尾から合計約１８０ｍの引き綱及び網部で構成する漁具を引

き、トロールにより漁ろうに従事している船舶であることを示す鼓形形象

物を掲げていた。  

 Ａ船は、有効な音響による信号を行うことができる手段を講じていなか

った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、大分港北方沖において、トロールによ

り漁ろうに従事して西進中、船長Ａが、左舷方か

ら接近するＢ船及びＣ船を認めた際、Ｃ船がＡ船

の船尾方を避航したので、Ｂ船も操業中のＡ船を

避航するものと思い込み、Ｂ船が至近に接近する

まで、針路及び速力を保持して航行し、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、大分港北方沖を北進中、船長Ｂが、操

舵室の窓から顔を出すなどして船首方の死角を補

う適切な見張りを行っていなかったことから、Ａ

船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、大分港北方沖において、Ａ船が、トロールにより漁ろうに従

事して西進中、Ｂ船が北進中、船長Ｂが適切な見張りを行っていなかった

ため、Ａ船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・船首方の死角を補う適切な見張りを行うこと。 

 ・有効な音響による信号を行うことができる手段を講じておくこと。 

 




